
 

○釧路市阿寒湖のマリモ展示観察センター条例 

平成１７年１０月１１日 

釧路市条例第１６０号 

（目的） 

第１条 この条例は、特別天然記念物「阿寒湖のマリモ」（以下「マリモ」という。）の

生態観察と保護思想の啓もう普及を図るために設置する釧路市阿寒湖のマリモ展示観

察センター（以下「観察センター」という。）の管理運営に関し、必要な事項を定め

ることを目的とする。 

（位置） 

第２条 観察センターは、釧路市阿寒町阿寒湖畔国有林根釧西部森林管理署２１４８イ

林小班に置く。 

（事業） 

第３条 観察センターは、第１条の目的を達成するため、次の事業を行う。 

（１） マリモ及びこれに関する資料の展示 

（２） マリモの生態の観察とこれに必要な資料の収集、記録、保存及び調査研究 

（３） マリモに関する保護思想の啓もう普及 

（４） その他必要な事業 

（指定管理者による管理） 

第４条 市長は、次に掲げる観察センターの管理に関する業務を行わせるため、地方自

治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項の規定により、指定管理者

（同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。）を指定するものとする。 

（１） 前条に規定する事業の実施に関する業務 

（２） 観察センターの利用に係る料金（以下「利用料金」という。）の収受に関す

る業務 

（３） 観察センターの施設及び設備の維持管理に関する業務 

（４） その他市長が定める業務 

（指定管理者が行う管理の基準） 

第５条 指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく規則の規定に従い、観察センタ

ーの管理を行わなければならない。 



 

（利用料金の納入等） 

第６条 観察センターに入館しようとする者は、入館に伴う利用料金（以下「入館料」

という。）を指定管理者に納入しなければならない。 

２ 入館料は、入館するときに納入しなければならない。ただし、指定管理者が特に必

要があると認めたときは、この限りでない。 

３ 入館料は、指定管理者の収入とする。 

（入館料の設定基準等） 

第７条 入館料は、別表に定める金額の範囲内において、あらかじめ市長の承認を得

て、指定管理者が定める。 

２ 指定管理者は、入館料の額について変更しようとするときは、あらかじめ市長の承

認を得なければならない。 

３ 市長は、前２項の規定により承認したときは、その内容について速やかに告示する

ものとする。 

（入館料の減免） 

第８条 指定管理者は、規則で定めるところにより、入館料を減額し、又は免除するこ

とができる。 

（入館料の不還付） 

第９条 既納の入館料は、還付しない。ただし、指定管理者は、規則で定めるところに

より、その全部又は一部を還付することができる。 

（入館の制限） 

第１０条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、観察センターへの入

館を断り、又は退館させることができる。 

（１） 他の入館者に迷惑をかけ、又は観察センター内の秩序を乱すおそれがあると

認められるとき。 

（２） 観察センターの施設、附属設備、資料等を損傷し、又は滅失するおそれがあ

ると認められるとき。 

（３） 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある団体の利益になると

認められるとき。 

（４） 管理運営上支障があると認められるとき。 



 

（損害賠償の義務） 

第１１条 観察センターの施設、附属設備、資料等を損傷し、又は滅失した者は、その

損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、

その全部又は一部を免除することができる。 

（市による管理） 

第１２条 第６条から第１０条まで（第６条第３項並びに第７条第２項及び第３項を除

く。）及び別表の規定は、指定管理者に代わって、市が施設の管理を行う場合につい

て準用する。この場合において、第６条の見出し中「利用料金」とあるのは「使用

料」と、同条第１項中「利用料金」とあるのは「使用料」と、「指定管理者」とある

のは「市」と、同条第２項ただし書中「指定管理者」とあるのは「市長」と、第７条

の見出し中「設定基準等」とあるのは「額」と、同条第１項中「あらかじめ市長の承

認を得て、指定管理者が」とあるのは「規則で」と、第８条及び第９条ただし書中

「指定管理者は、規則で定めるところにより」とあるのは「市長は、特に必要がある

と認めたときは」と、第１０条中「指定管理者」とあるのは「市長」と、別表中「入

館料設定基準」とあるのは「使用料」と読み替えるものとする。 

（委任） 

第１３条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成１７年１０月１１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行の日の前日までに、合併前の阿寒町阿寒湖のマリモ展示観察センタ

ー条例（昭和５２年阿寒町条例第３０号）の規定によりなされた処分、手続その他の

行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。 

附 則（平成１７年１２月１３日条例第３０６号）抄 

この条例は、平成１８年４月１日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、

公布の日から施行する。 

（１） 第１条中釧路市阿寒湖のマリモ展示観察センター条例第４条の改正規定 

附 則（平成２６年３月２０日条例第４号）抄 



 

（施行期日） 

１ この条例は、平成２６年４月１日から施行する。 

（規則への委任） 

８ この附則に規定するもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、規則で

定める。 

附 則（平成３１年３月２２日条例第８号）抄 

（施行期日） 

１ この条例は、令和元年１０月１日から施行する。 

（規則への委任） 

１０ この附則に規定するもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、規則

で定める。 

附 則（令和元年６月２８日条例第２号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

別表（第７条関係） 

入館料設定基準 

区分 単位 金額 

大人 個人 １人につき ４２０円 

団体 １人につき ３２０円 

小人（小中学生） 個人 １人につき ２５０円 

団体 １人につき ２００円 

備考 団体は、１５人以上の場合とする。 

 


